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 健康づくり課 

健康づくり推進事業① 

事 業 名（事 業 内 容 ） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 健康づくり推進協議会 

市民の健康づくり対策を積極的に推進するため、協議会を

開催する。 

 

                ３回 

 

               ２回 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め） 

〇 歩く健康づくりモデルコース整備事業 

歩く健康づくりモデルコースの案内看板を改修し、利用を

呼びかけ、歩くことによる健康づくりの普及と日常生活への

定着を図る。 

・コースの再検討 

・点検 

・コースの再検討 

・点検 

〇 健康づくりフェスティバル・健康づくり講演会 

イベント及び講演会を開催し、健康づくりの知識及び意識

の高揚を図る。（中野市健康づくり推進協議会と共催） 

 

未定 

 

 

令和４年10月15日（中野保健センター） 

・講演会 講師：三浦 弘 氏（フィット

ネスサポートセンター代表） 

・健康コーナー 

〇 広報活動事業 

健康・福祉カレンダー等により、健康づくりに関する知識

の普及等を図る。 

 

・健康・福祉カレンダー全戸配布（３月） 

・広報なかの掲載 

 健康ひろば「なかの」３回 

（６、12、１月号に掲載予定） 

 

・健康・福祉カレンダー全戸配布（３月） 

・広報なかの掲載 

健康ひろば「なかの」３回 

（６、９、２月号に掲載） 

 

 

 

健康づくり課 
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健康づくり課 

健康づくり推進事業② 

事 業 名（事 業 内 容 ） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 栄養改善事業 

食生活に関する知識の普及と技術の修得を図るため、栄養

相談、料理講習会等の栄養指導を行う。 

 

            ９００人 

 

８８５人 

〇 食生活改善地区組織活動事業 

地区組織が主体となり、食生活に関する知識の普及と技術

の修得を図るため、料理講習会、巡回活動等を行う。 

 

５２回    延べ  ５５０人 

 

５１回    延べ  ５３５人 

〇 歩く健康づくり事業 

歩く健康づくりの実践を行うとともに、健康運動指導士等に

よる健康教育、のびのび健康体操、血圧測定友の会による血圧

測定等を行い、日常のウォーキング等、健康づくりへの意識高

揚を図る。 

・健康まつり     ２地区 ２回 

・歩いて健康フェスタ   １５０人 

・サークルづくりに向けたウォーキング教 

室の実施及びサークル支援 

・健康まつり（延徳地区） １０５人 

（日野地区は、新型コロナ感染拡大防止の

ため中止） 

・歩いて健康フェスタ     ８３人 

・サークルづくりに向けたウォーキング教 

室の実施及びサークル立ち上げ 

〇 健康づくりポイント事業 

  市民の健康づくりを応援し、健康長寿の延伸を図るため、

市民の積極的な健康づくりに対し、健康づくりポイントを付

与し、規定のポイントに達した方には特典を交付する。 

５００人  

・ウォーキングバーチャルの旅ゴール者 

             １９７人 

・特典交付者           ３５３人 

〇 減塩運動普及事業 

生活習慣病予防のための尿中塩分摂取推計量検査を行い、

減塩に対する意識の向上を図る。 

（１回尿） 

一般          ３００人 

補導員         ３００人 

一回尿 ３０５人 

補導員 ２３１人 

（平均尿中塩分９．４ｇ） 

〇 食育推進事業 

「中野市食育推進計画（第３次）」に基づき、地域全体が連

携し、様々な取り組みを総合的かつ計画的に展開し推進する。 

・「中野市食育推進計画（第３次）」（計画

期間：平成31年度～令和5年度）に基づき、

食育を推進する。 

・年度内に次期食育推進計画を策定する。 

・「中野市食育推進計画（第３次）」に基づ

き、食育ボランティア団体（食生活改善推

進協議会等）や食関係者の活動を支援し、

食育を推進した。 
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健康づくり課 

健康増進健康診査事業① 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 健康診査事業（いきいき健診事業） 

生活習慣病等の早期発見、改善のため、栄養や運動等の生

活指導、血圧測定、肥満度測定、尿検査、血液検査等を行う。 

（１９歳～３９歳及び４０歳以上の生活保護受給者ほか） 

 

１１４回        ５８０人 

 

 

１１５回        ５５４人 

〇 後期高齢者健診事業（いきいき健診事業） 

生活習慣病等の早期発見、改善のため、栄養や運動指導等

の生活指導、血圧測定、肥満度測定、尿検査、血液検査等を

行う。（後期高齢者医療制度被保険者） 

 

１１４回      １,５２０人 

 

 

１１５回      １,４４９人 

〇 肝炎ウイルス検診事業 

肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、

住民が自身の感染の状況を認識し、肝炎による健康障害の回

避、進行の遅延を図るため、特定健診･いきいき健診にあわせ 

行う。 

（節目検診  40、45、50、55、60、65、70、75歳に個別受診

勧奨チラシ・無料受診券を配布する） 

（節目外検診 41歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたこ

とがない者） 

 

・ 節目検診       ３００人 

・ 節目外検診      １３０人 

 

 

・ 節目検診       ２６７人 

・ 節目外検診      １１６人 

Ｃ型肝炎要精検者       ０人 

Ｂ型肝炎要精検者       ０人 

〇 歯周疾患検診事業 
歯の喪失原因となる歯周疾患の早期発見、早期治療を図る

ため、医療機関において行う。 
(２０、３０、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳) 

 
            ６００人 

 
受診者     ５８１人 

内要精密検査  ３７５人（64.5％） 
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健康づくり課 

健康増進健康診査事業② 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 結核・肺がん検診事業 
結核予防、肺がんの早期発見・早期治療を図るため集団検
診を行う。（４０歳以上） 

デイサービス、グループホーム等利用者の結核の早期発
見・治療を図るため、施設を巡回して検診を行う。 

 
９７回     ６,０００人 

 

 

・ 集団検診 
    ９１回     ５,８０３人 
  要精検者    １３３人（2.3％） 

  がん発見者         ２人 
  結核発見者         ０人 
・ デイサービス等 
    ４８回       １８４人 
  要精検者         １８人 
  がん・結核発見者      ０人 

〇 肺がんＣＴ検診事業 

  肺がんの早期発見、早期治療を図るため、胸部低線量ＣＴ

による肺がん集団検診を実施する。 

（４０歳、４３歳、４６歳、４９歳、５２歳、５５歳、５８歳、
６１歳、６４歳） 

 
２回      １００人 

 

２回         ７６人 

要精検者      ８人（10.5％） 

がん発見者        ０人 

〇 胃がん検診事業 

  Ｘ線（バリウム検査） 胃がんの早期発見、早期治療を図

るため、集団検診を行う。（３５歳以上） 

  胃内視鏡検査 胃がんの早期発見、早期治療を図るため、

市内医療機関において、対策型胃がん内視鏡検診を行う。（５０

歳以上の偶数年齢の者） 

・Ｘ線（バリウム検査）  １,２００人 

 

 

 

・胃内視鏡検査       ３００人 

・胃内視鏡検診運営委員会の開催 ２回 

・Ｘ線（バリウム検査） １,１５８人 

   要精検者   １３３人（11.5％） 

   がん発見者     ４人（0.35％） 

   （うち早期がん２人） 

・胃内視鏡検査       ３０３人 

   要精検者      ８人(2.64％) 

   がん発見者     ２人(0.66％) 

   (うち早期がん１人) 

・運営委員会 ２回開催 
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 健康づくり課 

健康増進健康診査事業③ 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 大腸がん検診事業 

 大腸がんの早期発見、早期治療を図るため、集団検診を行 

う。（３５歳以上） 

 

 

４,２００人 

３６回         ４,０５９人 

 要精検者    ２２５人（5.54％） 

 がん発見者     ７人（0.17％） 

  （うち早期がん２人） 

〇 乳がん検診事業 

乳がんの早期発見のため、超音波及びマンモグラフィ検診 

を集団又は施設検診で行うとともに、自己検査法について指 

導する。 

超音波対象者：30歳～39歳及び75歳以上の女性、41歳～73

歳で前年度にマンモグラフィ検査を受けて

いない奇数年齢の女性 

マンモグラフィ対象者：40歳～74歳の偶数年齢の女性（隔年） 

 
・超音波検診       ９３０人 
 
 
・マンモグラフィ検診 
            １,４００人 

 

 
・超音波検診        ８３２人 
  要精検者    ２６人（3.1％） 
  がん発見者(疑い) ３人（0.4％） 

 
・マンモグラフィ検診   １,３１５人 
  要精検者    ８２人（6.2％） 

  がん発見者    ４人（0.3％） 

〇 子宮がん検診事業 
子宮がん等婦人科系疾患の早期発見、早期治療を図るため、 

市内３指定医療機関において施設検診を行う。（２０歳以上の 
女性） 

新たなステージに入ったがん検診総合支援事業として、子 

宮がん検診無料クーポン券と検診手帳を２１歳の女性に配布 

する。 

 
２,９００人 

※３０歳～４４歳にＨＰＶ検査を実施

する。 

 
２,８５３人 

（クーポン利用受診者 １０人含む） 
要精検者      ２３人（0.8％） 

がん発見者 頸がん０人 体がん１人 

〇 前立腺がん検診事業 

前立腺がんの早期発見、早期治療を図るため、特定健診･

いきいき健診にあわせ行う。 

（５０歳以上及び直系家族に既往歴のある男性） 

 

１１４回      １,６００人 

 

 

１１５回      １,５８４人 

要精検者     ８６人（5.4％） 

がん発見者      ４人（0.3％） 
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健康づくり課 

健康増進健康診査事業④ 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

○ 人間ドック助成事業 

後期高齢者医療制度被保険者の人間ドック利用促進によ

り、疾病の早期発見・早期治療及

び健康の保持増進を図るため、個

人負担額の一部を助成する。 

・日帰り          ３４０人 
・一泊二日          ７４人 
（オプション検査）  

脳検査            ７人 
肺がん検査         ８６人 

・がんドック          ８人 

・日帰り           ３３８人  
・一泊二日           ４２人 
（オプション検査）  

脳検査             ７人 
肺がん検査          ７１人 

・がんドック            ８人 

○ 骨髄バンクドナー助成事業 
公益財団法人日本骨髄バンクに登録し、骨髄等を提供した

ドナー及び当該ドナーが勤務する事業所に対して助成する。 

・ドナー 20,000円／入院等１日当たり 
・事業所 10,000円／入院等１日当たり 
 （いずれも最大１０日分まで） 

・ドナー         １人 
・事業所         １事業所 

 

医師確保対策事業 

事 業 名（事 業 内 容 ） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 産科医等確保支援事業 
  周産期医療の支援策として、市内分娩取扱医療機関に一定
額の補助を行う。 

 
２医療機関    ５５０件 

 
２医療機関    ５０９件 

〇 地域医療従事医師奨学資金貸付事業 

中野市内の臨床研修病院の指定を受けた病院（北信総合病
院）の医師として従事しようとする医学生に対し、月額２０
万円を限度に奨学金の貸付けを行う。 
※ 令和２年度末で条例廃止、新規の貸付者なし。 

― 貸付者        １名 
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 健康づくり課 

健康教育・相談事業① 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 健康教育事業 

生活習慣病の予防、健康増進等、健康に関する正しい知識

の普及を図る。 

・集団健康教育 

１７０回  延べ   ２，４００人 

・歯科集団健康教育 

１０回  延べ     １６０人 

・集団健康教育 

１３８回  延べ  １,９０９人 

・歯科集団健康教育 

９回  延べ   １４３人 

〇 健康相談事業 

心身の健康に関すること、家庭における健康管理等につい

て個別の相談に応じ、健康の保持増進を図る。 

・総合健康相談   延べ   １,５００人 

・重点健康相談   延べ     １５０人 

・歯科健康相談    延べ    １００人 

・総合健康相談  延べ    ９７３人 

・重点健康相談  延べ     ９３人 

・歯科健康相談   延べ   ２８７人 

〇 電話健康相談事業 
・ 市民の健康に関する相談の利便性向上のため、専用電話
により、市の保健師が市民からの健康相談に対応する。 

 
              ― 
（令和５年３月31日をもって廃止） 

開設日時 
 午前８時３０分～午後５時１５分 
 土曜日・日曜日・祝日・１２月２９日 
 ～１月３日を除く 

（実績は５０頁のとおり） 

〇 訪問指導事業 

  保健師等が訪問し必要な指導を行ない、心身の機能の低下

防止と健康の保持増進を図る。 

 

          延べ     ４００人 

 

 

延べ   １７５人 

〇 心の健康相談事業 

心の悩み等に関して、精神科医師による個別相談を実施す

る。 

 

１２回        ２４人 

 

１０回       １４人 

〇 自殺対策事業 

自殺予防のための理解を深めるため、講演会等を開催する。 

・講演会等 

    ５回    延べ １６０人 

 

・講演会等 

    ５回   延べ １２８人 
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健康づくり課 

健康教育・相談事業② 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 糖尿病対策事業 

  糖尿病予備群及び有病者が増加しているため、若年期から

の糖尿病の発症及び重症化予防に取り組む。 

 

 健診、イベント等さらに多くの場で、多

くの方へ市の糖尿病の現状を伝え、糖尿病

予防の啓発を行う。 

 

 

健診、イベント等様々な場で、糖尿病の

予防と重症化予防の啓発を行った。 

また、市の糖尿病の現状を伝え、関係機

関と情報共有を図った。 

・若年糖負荷試験ｲﾝｽﾘﾝ検査実施者 １人  

〇 糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業 

  糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者を医療

に結びつけ、糖尿病で通院する患者で重症化するリスクの高

い者に関して、医療機関と連携して保健指導を行い、国民健

康保険被保険者の健康増進を図る。 

 

・血糖要医療者へ受診勧奨を行う 

   

・糖尿病治療中でかかりつけ医と連携 

保健指導適当者へ保健指導を行う 

 

 

・血糖要医療者   １５８人 

  うち精検受診者 ６５人（41.1%） 

・糖尿病治療中でかかりつけ医と連携 

  対象者 ５１名 

  返書があった者 ２２人 

（適１２・不１０） 

  保健指導実施者 １２人 

〇 歯周疾患改善推進事業 

  歯周疾患の予防及び歯の喪失防止を目的に、歯科医師・歯

科衛生士による集団及び個別歯科保健指導を実施する。 

出張健康づくり隊において、歯周疾患の

予防及び歯の喪失防止を目的に、歯科衛生

士による集団及び個別歯科保健指導を実

施する。 

                 

 

     ３回   延べ  ２０人 

 

〇 歯科・栄養改善相談事業 

  特定いきいき健診時における歯科衛生士、管理栄養士及び

栄養士による個別相談を実施する。 

 

  

栄養相談 ５回   延べ １５０人 

 

 歯科相談 ７回  延べ １６３人 

栄養相談 ７回  延べ  ７７人 
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 健康づくり課 

予防接種事業 

事 業 名（事 業 内 容 ） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 高齢者インフルエンザ予防接種事業 

高齢者のインフルエンザ予防接種の推進を図るため、費用

の一部を助成する。（６５歳以上ほか） 

８,１２０人 ８,１８８人 

〇 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 

肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び病気の重症化を防止

し、高齢者の健康の保持増進を図るため、接種に要する費用

の一部を助成する。 

・ 定期接種  

  ①令和元年度から令和５年度までの間 

    ６５歳から１００歳までの５歳刻みの者（１００歳

以上は令和元年度に限る。） 

    令和６年度以降 ６５歳の者 

 ② ６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器

の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障

がいを有する者 

※ ①、②いずれも過去に接種を受けたことのある者を除く。 

・ 任意接種：７５歳以上で過去５年以内にワクチンを受け

たことがなく、定期接種対象者でない者 

定期接種     ５００人 

 

任意接種     ２００人 

 

計      ７００人 

 

 

定期接種     ３３０人 

 

任意接種     １２６人 

 

計       ４５６人 

 

 

〇 風しん対策 

  全国的に風しんが流行したことを鑑み、風しん予防接種を

受ける機会がなかった年代の男性に、令和６年度までの期限

付きで風しん抗体陰性者に対し、予防接種を受ける機会を設

ける。 

 対象者 昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性 

 

 

抗体検査     ２７８人 

   予防接種      ６１人 

 

  

抗体検査     ２６５人 

   予防接種      ６１人 
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健康づくり課 

母子保健推進事業① 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 予防接種事業 

予防接種法に基づき、感染症の予防を図るため各種予防接 

種を行う。 
 

令和５年度から全ての定期接種を医療機関に委託してい 

る。 
 

子宮頸がん予防接種について、中学１・２・３年生相当の 

女子へ積極的勧奨を行う。 

 積極的勧奨差し控えにより接種機会を逃した方にキャッチ

アップ接種（平成９年４月２日生まれ～平成19年４月１日 

生まれの女性）を行う。 

・ロタウイルス  延べ    ５００人 

・ヒブ感染症   延べ １，０００人 

・小児用肺炎球菌 延べ １，０００人 

・Ｂ型肝炎    延べ   ９００人 

・四種混合    延べ １，０００人 

・ＢＣＧ          ２２０人 

・麻しん風しん混合 第１期  ２５０人 

第２期  ３１０人 

・風しん            ２人 

・麻しん            ２人 

・水痘       延べ   ５００人 

・日本脳炎     延べ １，６００人 

・二種混合          ３５０人 

・不活化ポリオ   延べ     １人 

・子宮頸がん    延べ １，６００人 

・ロタウイルス  延べ   ４６１人 

・ヒブ感染症   延べ   ８９５人 

・小児用肺炎球菌 延べ   ８９４人 

・Ｂ型肝炎    延べ   ８７２人 

・四種混合    延べ   ８５２人 

・ＢＣＧ          ２１４人 

・麻しん風しん混合 第１期  ２４２人 

          第２期  ３０４人 

・風しん            ０人 

・麻しん            ０人 

・水痘      延べ   ４５５人 

・日本脳炎    延べ  １９０８人 

・二種混合         ３０４人 

・不活化ポリオ  延べ     ０人 

・子宮頸がん   延べ   ６１８人 
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健康づくり課 

母子保健推進事業② 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 子どもインフルエンザ予防接種助成事業 

  インフルエンザの予防接種を受けた１５歳（中学校３年生） 

までを対象に費用の一部を助成し、保護者の経済的負担の軽

減を図る。（平成２５年度から対象拡大） 

４，０００人 延べ  ３，９１８人 

〇 おたふくかぜ予防接種助成事業（令和５年度から実施） 

  令和４年度４月２日生まれ以降の１歳から２歳未満の児を

対象に費用の一部の3000円を助成し、保護者の経済的負担の

軽減と重症化予防を図る。 

  １５０人         － 

〇 ワクチン再接種費用助成事業 

  骨髄移植等により、定期予防接種の免疫が消失し、医療機

関において再接種が必要と認められる２０歳未満の者に対

し、再接種費用を負担する。 

１人     １人 

〇 母子保健相談指導事業 

乳幼児の保護者に育児に関する正しい知識の普及、指導を

行い母子保健の向上を図る。 

なかの子育て応援アプリで妊娠、出産、育児等のサポート

のための情報を発信する。（令和４年度から実施） 

 

・２か月児訪問       ２４０人 

・乳幼児健康診査 

３か月児  １２回    ２２０人 

７か月児  １２回    ２２０人 

・乳幼児保健相談２４回 延べ１４０人 

・北信圏域発達障がい児等親子療育事業 

        ３３回 延べ１６０組 

・なかの子育て応援アプリ 

        ユーザー数 ６５０人 

 

・２か月児訪問       ２１９人 

・乳幼児健康診査       受診率 

３か月児 １２回 ２０７人 （97.2%） 

７か月児 １２回 ２１１人 （96.8%） 

・乳幼児保健相談２４回 延べ１２４人 

・北信圏域発達障がい児等親子療育事業 

        ３３回 延べ１２５組 

・なかの子育て応援アプリ 

        ユーザー数 ５１９人 
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健康づくり課 
健康づくり課 

母子保健推進事業③ 

事 業 名（事 業 内 容 ） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 伴走型相談支援事業 

  妊娠・出産・子育て期を安心して過ごしていただくため、

出産・子育て応援給付金と合せて、「相談支援」の充実を図る。 

  妊娠届出時、妊娠８か月ごろ、アンケート及び赤ちゃん訪

問時に面談（妊娠８か月ごろは希望者）を実施し、出産や育

児について支援を行う。（令和５年２月から実施） 

  

※対象者は R４.４月以降に出産された方及び妊娠届を提出さ

れた方。 

・妊娠届出時の面接及びアンケート 

250人 

・妊娠８か月ごろの面接及びアンケート 

250人 

・赤ちゃん訪問時の面接及びアンケート 

250人 

【R５.２月～３月に妊娠届を提出された

方及び出産された方】 

・妊娠届出時の面接及びアンケート 

47人 

・妊娠８か月ごろの面接及びアンケート 

0人（4月以降実施） 

・赤ちゃん訪問時の面接及びアンケート 

0人（4月以降実施） 

 

【遡及者（R4.4 月～R5.1 月に出産された

方 184 人及び妊娠届を提出された方 119

人）】 

・アンケートを送付し、回答者302人 

・面談希望者 21 人に面談または電話相談

を実施。 

 

〇 母子栄養健康づくり事業 

妊産婦及び配偶者に妊娠、分娩に関する正しい知識の普及

と乳幼児及びその保護者に離乳食指導と育児指導を行う。 

 

・育児教室     ２０回 延べ１００組 

・マタニティクラス  ８回 延べ１１０人 

・栄養相談（個別指導）延べ  ４３０人 

     （集団指導）延べ   ８４０人 

 

・育児教室    ２０回 延べ ８９組 

・マタニティクラス８回 延べ １０５人 

・栄養相談（個別指導）延べ  ４２９人 

     （集団指導）延べ  ８３１人 
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健康づくり課 

母子保健推進事業④ 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 １歳６か月児健康診査事業 

１歳６か月児に対して総合的な健康診査を実施し、その結
果に基づき適切な指導を行い、健やかな成長発達のための支

援を行う。 

 
     １２回     ２６０人 
   （歯科健診・指導  ２６０人） 

受診率 

１２回     ２５１人  （99.2％） 

（歯科健診・指導 ２５１人） （99.2％） 

〇 ２歳児健康診査事業 

健康状態の診査とともに、う歯の増加する２歳児の歯科健
診、保護者にブラッシング指導を行い、歯科に関する正しい
知識の普及と習慣化を図る。 

 
     １２回     ２６０人 
   （歯科健診・指導  ２６０人） 

受診率 

１２回     ２４７人  （96.9％） 

（歯科健診・指導 ２４７人） （96.9％） 

〇 ３歳児健康診査事業 

３歳児に対して総合的な健康診査を実施し、その結果に基

づき適切な指導及び措置を行い、健やかな成長発達のための

支援を行う。 

 

     １２回     ２８０人 

（歯科健診・指導  ２８０人） 

              受診率 

１２回     ２７４人  （99.3％） 

（歯科健診・指導  ２７４人） （99.3％） 

〇 妊産婦乳児健康診査事業 
妊娠高血圧症候群や心身障がい等の異常を早期に発見し、

早期に適切な援助を講じ、母性及び乳児の健康の保持増進を
図る。 
また、産後うつや新生児への虐待予防を図る。 

妊娠初期～妊娠23週（4回）１,０００回 
妊娠24週～妊娠35週(6回）１,５００回 
妊娠36週～分娩  （4回）  ７００回 
追加検査①          ２５０回 
追加検査② (２回)       ５００回 
追加検査③          ２５０回 
追加検査④          ２５０回 
超音波検査（４回）     １,０００回 
乳児                   ２８０人 
産婦健康診査（２回）     ５００回 

妊娠初期～妊娠23週（4回）  ８９０回 
妊娠24週～妊娠35週(6回） １３１６回 
妊娠36週～分娩  （4回）  ５６０回 
追加検査①          ２２８回 
追加検査② (２回)       ４１０回 
追加検査③          ２１８回 
追加検査④          ２１９回 
超音波検査 (４回)       ８８７回 
乳児                   ２１８人 
産婦健康診査（２回）     ４４１回 

〇 新生児聴覚検査（令和５年度から実施） 
  新生児の聴覚障がいの早期発見及び早期療育を図るため、
新生児聴覚検査を実施した際に要した費用の一部を助成す
る。 

 
             ２５０人 

 
               ― 
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健康づくり課 

母子保健推進事業⑤ 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 多胎妊婦健康診査受診助成事業 
  多胎妊娠時において、規定の妊婦健康診査（14回）を超え
て、自費で妊婦健康診査を受診した際に要した費用の一部を
助成する。 

 
           ５人  ２５回 

 
         ０人  ０回            

〇 妊婦歯科健康診査事業 

  妊婦の歯科疾患を早期に発見し、健康の保持増進を図り、

胎児の健康に影響を及ぼすリスクを軽減するために、歯科医

療機関にて個別歯科健診を行う。 

 
１００人 

 
               ８５人 

〇 妊産婦新生児訪問指導事業 
  医師又は助産師によって必要と認められた者及び育児上必

要と認める者について訪問し、必要な指導を行う。 

 
・新生児           １０人 
・妊産婦          ２５０人 

 
・新生児            ６人 
・妊産婦          ２２５人 

〇 不妊治療補助事業 
不妊治療を行っている夫婦の経済負担の軽減を図るため、

補助金を交付する。 
（Ｈ28 年度から同一の夫婦に対して通算して５回、上限額 30
万円に拡大） 

 
 不妊治療夫婦        ３５組 

 
 不妊治療夫婦        ３１組 
 

〇 不育症治療補助事業 
  不育症治療を行っている夫婦の経済負担の軽減を図るた

め、補助金を交付する。 

 
 不育症治療夫婦        ４組 

 
 不育症治療夫婦       ２組 

〇 産後ケア事業 

産婦及び新生児が出産退院後の一定期間、市が委託する医
療機関、助産所等において、母子の健康の確保及び育児支援
を図るため、必要な保健指導等を行う。 

 
・宿泊型      １５人 ４５日間 
・通所型      １６人 ４５日間 
・訪問型       ７人 ２０日間 

 
・宿泊型      １４人 ４６日間 
・通所型      １４人 ４０日間 
・訪問型       ６人 １８日間 
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健康づくり課 

母子保健推進事業⑥ 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 未熟児養育医療給付事業 
入院養育を必要とする未熟児に対し、養育医療費（自己負

担分の医療費）の給付を行い、未熟児養育の負担軽減を図る。 

 
・給付人員         １２人 
・給 付 額     ２，８８０千円 

 
・養育医療券交付者数     ９人 
・給付実人員         ７人 
・給付延べ件数       １８件 

・給付延べ日数      ２７７日 
・給 付 額     １，８６３千円 

〇 むし歯ゼロ事業 
乳幼児期からのむし歯予防が重要なため、保護者にむし歯

予防のための知識の普及を図る。 

 
・歯っぴー親子むし歯予防教室 

１２回   ８０組 
・むし歯になりにくいおやつ教室 
        １２回   ５０組 

 
・歯っぴー親子むし歯予防教室 
       １２回    ５９組 
 むし歯になりにくいおやつ教室 
       １２回    ４１組 

〇 歯科保健指導事業 
保育園児、認定こども園児、小・中学生を対象に歯科疾患

の予防と口腔衛生向上のため指導を行う。 

 
公立保育園児      ４８０人 

私立保育園児       ６０人 
認定こども園児     １５０人 
小学生        ２，１３３人 
中学生          ３０９人 

公立保育園児      ４７４人 

私立保育園児         ５０人 
認定こども園児      １６０人 
小学生         ２，１３４人 
中学生           ３２６人 

〇 フッ化物洗口事業 
保育園・幼稚園・認定こども園の５才児及び小・中学生を

対象に、永久歯の虫歯予防を図るためフッ化物洗口を行う。 

 公立保育園年長児     ２２８人 
 幼稚園年長児       ３６人 
 認定こども園年長児    ４８人 
 小中学生       ３，１８０人 

 保育園年長児       ２２６人 
 幼稚園年長児        ２９人 
 認定こども園年長児     ４９人 
 小中学生        ３，２４８人 

〇 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 

  日常生活を営むのに支障のある小児慢性特定疾病児童に対
して、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日
常生活の便宜を図る。 

１人                ０人 
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市民課 

                                               

 

国保保健事業  

事 業 名（事 業 内 容 ） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 人間ドック助成事業 

３５歳以上の国民健康保険被保険者の人間ドック利用促進

により、疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図

るため、個人負担額の一部を助成する。 

(脳検査、肺がん検査は４０歳以上) 

・日帰り         ８５０人 

・１泊２日        １１０人 

（オプション検査） 

脳検査        ３０人 

肺検査       ２００人 

・がんドック        ３０人 

・日帰り         ８０１人 

・１泊２日        １０３人 

（オプション検査） 

脳検査        １２人 

肺検査       １５４人 

・がんドック        １２人 

〇 特定健康診査事業 

  ４０～７４歳の国民健康保険被保険者を対象として、特定

健康診査を実施する。 

対象者数       ７，９０７人 

受診者数       ３，９５４人 

（うち診療等情報提供者数 ３００人） 

実施率           ５０％ 

対象者数       ８，２７９人 

受診者数       ３，６８８人 

（うち診療等情報提供者数 １５５人） 

実施率           ４５％ 

〇 特定保健指導事業 

  特定健康診査の結果により、必要があるものに対し、動機

付け支援・積極的支援を実施する。 

 

・動機付け支援対象者    ２５０人 

実施者           ２０５人 

・積極的支援対象者     １００人 

実施者          ８０人 

 

・動機付け支援対象者    ２４２人 

  実施者         １９８人 

・積極的支援対象者      ９７人 

実施者          ７８人 

〇 ジェネリック医薬品利用差額通知事業 

  ジェネリック医薬品の利用促進を図り、医療費の削減によ

り国保会計の健全化に努める。 

年２回送付（８月、２月）  

 

年２回（８月、２月）  

・8/1 差額３００円以上対象 １２３通 

・1/31 差額３００円以上対象 １２２通 

 

市 民 課 
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高齢者支援課 

 

高齢者等歯科保健推進事業 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 高齢者等歯科保健推進事業 

 ・在宅において、介護を要する寝たきりの高齢者等に訪問歯

科健診と保健指導等を実施し、口腔機能の向上及び全身状

態の改善を図る。 

 ・また、一般高齢者や介護者、介護サービス関係者に対し、

口腔衛生教育を行う。 

  

・訪問歯科健診  １０回 延べ  １０人 

・訪問指導   ２５回 延べ  ２５人 

・口腔衛生教育 １５回 延べ １６０人 

 

・訪問歯科健診  １１回 延べ   １１人 

・訪問指導   ２５回 延べ   ２５人 

・口腔衛生教育 １２回 延べ １５６人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者支援課 
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高齢者支援課 

介護予防・日常生活支援総合事業   介護予防・生活支援サービス① 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 訪問型サービス事業 

要支援認定者及び基本チェックリスト該当者が、要支援又

は要介護状態となることを予防し、地域において自立した生

活が送ることができるよう家事援助等の生活支援を行う。 

 

 

・訪問介護相当サービス 

  ホームヘルパーによる身体介護など 

           延べ ５８０人 

・訪問型サービスＡ 

ホームヘルパーによる清掃・洗濯等 

          延べ  ５０人 

・訪問型サービスＣ 

保健師等による訪問指導 

          延べ  １０人 

 

・訪問介護相当サービス 

  ホームヘルパーによる身体介護など 

           延べ ５８５人 

・訪問型サービスＡ 

ホームヘルパーによる清掃・洗濯等 

          延べ   ４９人 

・訪問型サービスＣ 

保健師等による訪問指導 

           延べ   ７人 

〇 基準緩和型サービス従事者研修事業 

高齢者の自宅に訪問し、日常生活の援助を行う訪問型サー

ビスＡ従事者となるための養成研修を実施する。 

 

                ― 

 

基準緩和型サービス従事者研修  １回 
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 高齢者支援課 

介護予防・日常生活支援総合事業   介護予防・生活支援サービス② 

事 業 名（事 業 内 容） 令和５年度計 画  令和４年度実施状況  

〇 通所型サービス事業 

要支援認定者及び基本チェックリスト該当者が、閉じこも

り予防等や自立支援に資する通所事業を行ない、要支援又は

要介護状態となることを予防する。また、通所型サービスＣ

（らくらくマシーン教室・いきいき筋トレ教室）への希望す

る者に生活機能評価を実施する。 

 

  

 

 

 

 

 

通所介護相当サービス 

延べ人数 ２，３５０人 

通所型サービスＡ    

・基準緩和型サービス   ８００人 

・生きがいデイサービス事業 

   ２４０回 参加実人数  ８０人 

通所型サービスＣ 

 ・ちょ筋健脚教室 

    ６４回  参加実人数 ２０人 

 ・プールでちょ筋健脚教室 

    ６４回  参加実人数 ２０人 

・お口きたえて体も元気教室 

    ２４回  参加実人数 ３２人 

 

 

通所介護相当サービス 

延べ人数 ２，３５９人 

通所型サービスＡ      

・基準緩和型サービス   ７６１人 

・生きがいデイサービス事業 

２３９回 参加実人数   ７２人 

延べ１，１５４人 

通所型サービスＣ 

 ・ちょ筋健脚教室 

    ６４回  参加実人数 １６人 

           延べ ４００人 

 ・プールでちょ筋健脚教室 

    ６４回  参加実人数 １６人 

           延べ ４１７人 

・お口きたえて体も元気教室 

    ３０回  参加実人数 ３３人 

           延べ １６９人 

 

〇 介護予防ケアマネジメント事業 

自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上

を目的として、ケアプランを作成する。 

 

・介護予防ケアマネジメント 

            ２，３００件 

 

・介護予防ケアマネジメント 

２，３６４件 
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高齢者支援課 

介護予防・日常生活支援総合事業   一般介護予防事業① 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 介護予防把握事業 

閉じこもり等何らかの支援を必要とする高齢者の把握のた

め、６５歳以上の要支援・介護認定を受けていない者に対し、

元気度チェック（基本チェックリスト）を行い、介護予防活

動等へつなげていく。 

 

７５歳になる者に対し、基本チェックリ

スト及び介護予防事業等の案内分を送付              

・６５歳の者       ５００人 

 

 基本チェックリスト及び介護予防事業

等の案内文を送付 

・６５歳の者          ５５６人 

 

〇 介護予防普及啓発事業 

地域全体で介護予防に関する知識とその重要性について

の認識を共有し、高齢者自らの自主的な介護予防への取組を

支援する環境整備を行う。 

 

 

・介護予防情報誌｢粋｣の発行    ２回 

・認知症講演会の開催      １回 

・介護予防講座        １０回 

・口腔機能向上教育      １１回 

・栄養改善事業        ３０回 

・わかがえり教室       ３６回 

・脳元気！体らくらく教室   ３６回 

・さんさん講座        ２１回 

・熟年男の部活動～運動の時間ですよ～ 

               ２４回 

・フレ!フレ!介護予防サポーター養成教室 

               １４回 

・フレ!フレ!サポーターステップアップ教

室               ４回 

 

 

・介護予防情報誌｢粋｣の発行     ２回 

・認知症講演会の開催   １回１００人 

・口腔機能向上教育 １１回延べ ９４人 

・栄養改善事業   ３３回延べ４１２人 

・わかがえり教室  ３６回延べ３１３人 

・ひざ腰らくらく教室 

５回延べ ４５人 

・さんさん講座   ２１回延べ６２９人 

・熟年男の部活動～運動の時間ですよ～ 

          ２４回延べ１６９人 

・フレ!フレ!介護予防サポーター養成教室 

１4回延べ ９８人 
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 高齢者支援課 

介護予防・日常生活支援総合事業   一般介護予防事業② 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 地域リハビリテーション活動支援事業 

リハビリ専門職が運動機能や生活、住環境等の評価を行い、

日常生活動作や軽運動、福祉用具の使用、環境整備や適切な

介護サービス等の利用について相談指導に応じ、効果的かつ

適切な支援方法の助言を行う。また、介護サービス事業所職

員への集団活動での活動内容や方法及び自立支援に繋がる支

援や方法について提案する。 

 

・ケアマネジメント支援   ２０人 

・団体支援         ５施設 

 

・ケアマネジメント支援   １３人 

・団体支援         ２施設 

〇 地域介護予防活動支援事業 

  高齢者が健康づくり、介護予防活動を主体的に継続して行 

えるよう、サロンや自主グループ等へ運動の専門職を派遣し、

運動指導を行う。 

 

みんなでなっちょ！体操出前講座   

 グループ活動支援 ４４回延べ３５０人 

 体験教室     ４０回延べ４００人 

 

みんなでなっちょ！体操出前講座  

 グループ活動支援 ３５回延べ３１１人 

 体験教室     ３７回延べ３９０人 

〇 介護支援ボランティアポイント事業 

高齢者のボランティア活動を支援し、高齢者自身の社会参

加を通じた介護予防を促進するため、ボランティアの活動実

績を「ポイント」として評価し、ポイントに応じた付加価値

を還元する。 

 

介護支援ボランティアポイント登録者 

               ６０人 

 

介護支援ボランティアポイント登録者  

４５人 
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高齢者支援課 

包括的支援事業① 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 総合相談支援事業 

地域の高齢者の実態把握や介護サービス以外の生活支援サ

ービスとの調整を行う。 

 

相談件数       延べ ５，１００件 

 

 

相談件数     延べ ５，１１５件 

 

〇 権利擁護事業 

高齢者虐待の早期発見・防止等権利擁護のための事業を実

施する。 

 

高齢者虐待防止、権利擁護の広報活動 

相談支援 

 

虐待相談件数      延べ２０２件           

〇 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

高齢者一人ひとりの状態変化に対応した包括的・継続的な

ケアマネジメントを後方支援するための業務を実施する。 

 

・保健・医療・福祉事例検討会  ５回 

・介護支援専門員連絡会･研修会  １２回 

・介護支援専門員に対する個別指導等  

７６０件 

 

・保健・医療・福祉事例検討会  ０回 

（新型コロナ感染症の影響により中止） 

・介護支援専門員連絡会･研修会  ６回 

・介護支援専門員に対する個別指導等  

７５８件 

〇 介護予防支援事業 

利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで介護予防サ

ービス支援計画書を作成し、その計画に基づきサービスが提

供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う。 

 

・介護予防支援     ３，０００件 

 

・介護予防支援     ２，９５１件 
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 高齢者支援課 

包括的支援事業② 

事 業 名（事 業 内 容） 令 和 ５ 年 度 計 画 令和４年度実施状況 

〇 生活支援体制整備事業 

高齢者の多様な生活支援や社会参加のニーズに応えるた

め、多様な生活支援等サービスを整備していくとともに、生

活支援等サービスを担う事業主体の支援、協働体制の充実・

強化を図る。 

・第１層協議体（なかのなっちょ隊゛） 

の開催            ４回 

・「支え合いの地域大交流会」開催 １回 

・「みんななっちょだい？」の開催 １回 

 

・第１層協議体（なかのなっちょ隊゛） 

の開催   ４回（うち１回書面会議） 

・「支え合いの地域大交流会」開催 ０回 

・「みんななっちょだい？」の開催 １回 

・研修会の開催         １回 

〇 在宅医療・介護連携推進事業 

関係機関が連携し、多職種共同により在宅医療・介護を一

体的に提供できる体制を構築するため、医師会等と連携しな

がら地域の関係機関の連携体制の構築を図る。 

・「北信地域入退院医療介護連携ルール」

の活用 

・エンディングノートの活用 

・在宅医療・介護連携推進研修会の開催 

                １回 

・「北信地域入退院医療介護連携ルール」

の活用 

・エンディングノートの作成・活用 

・在宅医療・介護連携推進研修会の開催 

                １回 

〇 認知症初期集中支援推進事業 

早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・

介護などが受けられる初期の対応体制が構築されるよう、専

門職（認知症サポート医、医療系専門職、介護系専門職）で

構成された「認知症初期集中支援チーム」を設置し、支援体

制の充実を図る。また、支援チームの活動状況を把握し、認

知症の早期診断及び早期対応に向け、地域の関係機関及び関

係団体と連携し、一体的な事業の推進を図るため、「認知症初

期集中支援チーム検討委員会」を設置する。 

また、「認知症地域支援推進員」を配置し、認知症ケアの向

上を図るための取り組みを推進していく。 

 

・認知症初期集中支援チーム員会議の 

開催            １１回 

・認知症初期集中支援チーム検討委員会 

の開催            １回 

・認知症地域支援推進員配置人数 ３人 

 

・認知症初期集中支援チーム員会議の 

開催             ５回 

・認知症初期集中支援チーム検討委員会 

の開催            １回 

・認知症地域支援推進員配置人数 ２人 
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